
はるやま小児科 一般競争入札公告 

PCR 検査装置の購入調達に係る一般競争入札について。 

物品調達等一般競争入札公告 

以下次のように入札を実施しますので希望者はご参加ください 

件名 PCR 検査装置の調達に関する一般競争入札   

参加資格 

医療品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律第 39 条第 1 項に基づく高度管理医療機器等販売の許

可を受けていること。 

仕様書 仕様書 

入札方法 一般競争入札 

入札日時 令和７年 10 月 25 日（土曜日）午後 5 時まで 

入札申請 医療法人社団多仁会はるやま小児科 

担当者 理事長 春山次男 

電話 03-3679-1188 

送付先 江戸川区南篠崎町 2-10-1 医療法人社団多仁会はるやま小

児科 

受付期間 令和 7 年 9 月 27 日（金曜日）から令和 7 年 10 月 25 日（土曜

日）まで 

入札価格 公表しない 

入札資格 契約を締結する能力にないもの及び破産者で腹権を得ていな

い者。一般競争入札参加資格を有していること。 

入札参加申請書 入札参加申請書（word や PDF 等） 

備考 参加を希望される場合は入札参加申請書に必要事項を記載し、参加資格が確認で

きる書類と 

  併せて受付期間内に下記送付先まで送付してください。 

  入札参加申請書 送り先:江戸川区南篠崎町 2-10-1 医療法人社団多仁会はるやま小児

科 

1. 納入期限：令和７年 12 月 

   ２.納入場所：江戸川区南篠崎町 2-10-1 医療法人社団多仁会はるやま小児科 

      3.入札方法：見積もった金額を提示。仕様書を十分確認してください。 

      4. 入札に参加する者の資格：契約を締結する能力にないもの及び破産者で腹権を得てい

ない者。 

            一般競争入札参加資格を有していること。 

      6. 調達をする物品等に関して：保守管理及び管理が迅速に行う体制が整備されているこ

と。 

      7 . 契約書作成：必要です。納入条件以下に記載する。 

      8.予定価格の制限の範囲内で、最低の価格も持ってされて申込者を落札者といたしま

す。 

        入札に関する問い合わせ：医療法人社団多仁会はるやま小児科理事長 春山次男      

   連絡電話：03-3679-1188 平日午前 9：00～12：00. 午後 3：00～6：00 まで 

  ９.禁止事項 



①入札参加者は、私的独占の禁止及び構成取引の確保に関する法律（総和 22 年法律第 54 号） 

  などに抵触する行為を行ってはならない。 

②入札参加は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他人の入札参加者と入札価格又は入札意志について 

  いかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 

③入札参加は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。 

④入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 

⑤入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者の入札価格を聞き出す行為をしてはならない。 

➅入札者は、提示した入札書の書き換え、引換え又は撤回をすることはできない 

   10 .入札の無効 

①入札に参加する資格がない者の行った入札。 

②暴力団関係者の行った入札。 

③入札書の記載事項が不明な入札。 

④入札書に著名及び記名捺印のいずれもない入札。 

⑤同一事項の入札について 2 通以上の入札書を投函した者のおこなった入札で、その前後を 

  判別できないもの又はその後の後発のもの。 

➅他の入札参加者の代理をかねた者又は 2 人以上の代理を行った入札。 

⑦入札書の金額の改ざんし、または訂正した者のおこなった入札。 

⑧一定の金額で価格を表示していない入札。 

⑨同一入札書に 2 件以上の入札事項を連記した入札 

⑩明らかに連合によると認められる入札。 

⑪①から⑩までの穂か、特に指定した事項に違反した者のおこなった入札。 

   11.納入条件 

①搬入、取り付け及び調整に要する経費は受注者の負担とする。 

   調整後法人担当者に機器に沿った動作の確認を受けること。 

②保守修理の体制の確立し障害発生時時には速やかに修理に応じること。 

③保守修理の費用は当法人の故意または重大な過失によるものを除き、納入後 1 年は無償とする。 

   但し、保証期間等、別途規定あるものは、その規定に従う。 

④当職員からの技術的な相談には速やかに応じられる体制を整えること。 

⑤日本語の説明書を転出すること。 

➅搬入に際して発生した梱包材などは全て持ち帰ること。 

⑦物品は新品、未使用であり、同等品は不可とする。 

                         以上です。 

          医療法人社団多仁会はるやま小児科 

          理事長 春山次男 


